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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約  1979 年採択 1985 年批准 

 

 この条約の締約国は、 

  国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値

並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認

していることに留意し、 

  世界人権宣言が、差別は容認することができない

ものであるとの原則を確認していること、並びにす

べての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、

尊厳及び権利について平等であること並びにすべて

の人は性による差別その他のいかなる差別もなしに

同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有するこ

とができることを宣明していることに留意し、 

  人権に関する国際規約の締約国がすべての経済

的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有

について男女に平等の権利を確保する義務を負つて

いることに留意し、 

  国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結

した男女の権利の平等を促進するための国際条約を

考慮し、 

  更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権

利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留

意し、 

  しかしながら、これらの種々の文書にもかかわら

ず女子に対する差別が依然として広範に存在してい

ることを憂慮し、 

  女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間

の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男

子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及

び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、

社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、

また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるた

めに完全に開発することを一層困難にするものであ

ることを想起し、 

  窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、

雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするも

のを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

  衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確

立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信

し、 

  アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種

差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国によ

る占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利

の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

  国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、

すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わ

ない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備

縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下

での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における

正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の

下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民

の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに

国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進

歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等

の達成に貢献することを確認し、 

  国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和

は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件

で最大限に参加することを必要としていることを確

信し、 

  家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全に

は認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の

社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親

の役割に留意し、また、出産における女子の役割が

差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女

及び社会全体が共に責任を負うことが必要であるこ

とを認識し、 

  社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子

の役割とともに変更することが男女の完全な平等の

達成に必要であることを認識し、 

  女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げら

れている諸原則を実施すること及びこのために女子

に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要

な措置をとることを決意して、 

  次のとおり協定した。  

 

第一部 

第一条【女子差別の定義】 

  この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、

性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、

経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる

分野においても、女子（婚姻をしているかいないか

を問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基

本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し

又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

 

第二条【締約国の差別撤廃義務】 

  締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非

難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての

適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに

合意し、及びこのため次のことを約束する。  
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（ａ）男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当

な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、

かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その

他の適当な手段により確保すること。  

（ｂ）女子に対するすべての差別を禁止する適当な

立法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）を

とること。  

（ｃ）女子の権利の法的な保護を男子との平等を基

礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所そ

の他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為か

らも女子を効果的に保護することを確保すること。  

（ｄ）女子に対する差別となるいかなる行為又は慣

行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務

に従つて行動することを確保すること。  

（ｅ）個人、団体又は企業による女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。  

（ｆ）女子に対する差別となる既存の法律、規則、

慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとること。  

（ｇ）女子に対する差別となる自国のすべての刑罰

規定を廃止すること。  

 

第三条【女子の能力開発・向上の確保】 

  締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、

経済的及び文化的分野において、女子に対して男子

との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し

及び享有することを保障することを目的として、女

子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべ

ての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

 

第四条【差別とならない特別措置】 

 １ 締約国が男女の事実上の平等を促進すること

を目的とする暫定的な特別措置をとることは、この

条約に定義する差別と解してはならない。ただし、

その結果としていかなる意味においても不平等な又

は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、

これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成

された時に廃止されなければならない。  

 ２ 締約国が母性を保護することを目的とする特

別措置（この条約に規定する措置を含む。）をとるこ

とは、差別と解してはならない。 

  

第五条【役割分担の否定】 

  締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置

をとる。  

（ａ）両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観

念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣

習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女

の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。  

（ｂ）家庭についての教育に、社会的機能としての

母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育

における男女の共同責任についての認識を含めるこ

とを確保すること。あらゆる場合において、子の利

益は最初に考慮するものとする。  

 

第六条【売買・売春からの搾取の否定】 

  締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の

売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措

置（立法を含む。）をとる。 

 

第二部 

第七条【政治的・公的活動における平等】 

  締約国は、自国の政治的及び公的活動における女

子に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置

をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の

条件で次の権利を確保する。  

（ａ）あらゆる選挙及び国民投票において投票する

権利並びにすべての公選による機関に選挙される資

格を有する権利  

（ｂ）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並

びに政府のすべての段階において公職に就き及びす

べての公務を遂行する権利  

（ｃ）自国の公的又は政治的活動に関係のある非政

府機関及び非政府団体に参加する権利  

 

第八条【国際的活動への参加の平等】 

  締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機

関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平

等の条件でかついかなる差別もなく確保するための

全ての適当な措置をとる。 

 

第九条 【国籍に関する平等】 

 １ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、

女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、

特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更

が、動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は

夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保

する。  

 ２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男

子と平等の権利を与える。  

 

第三部 
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第十条【教育における差別の撤廃】 

  締約国は、教育の分野において、女子に対して男

子と平等の権利を確保することを目的として、特に、

男女の平等を基礎として次のことを確保することを

目的として、女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。  

（ａ）農村及び都市のあらゆる種類の教育施設にお

ける職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のた

めの同一の条件。このような平等は、就学前教育、

普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並

びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなけ

ればならない。  

（ｂ）同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の

資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及

び設備を享受する機会  

（ｃ）すべての段階及びあらゆる形態の教育におけ

る男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、

この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の

教育を奨励することにより、また、特に、教材用図

書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調

整することにより行うこと。  

(ｄ）奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会  

（ｅ）継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字

計画を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の格

差をできる限り早期に減少させることを目的とした

継続教育計画を利用する同一の機会  

（ｆ）女子の中途退学率を減少させること及び早期

に退学した女子のための計画を策定すること。  

（ｇ）スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の

機会  

（ｈ）家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教

育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）

を享受する機会  

 

第十一条【雇用における差別の撤廃】 

 １ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、雇用の

分野における女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

（ａ）すべての人間の奪い得ない権利としての労働

の権利  

（ｂ）同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基

準の適用を含む。）についての権利  

（ｃ） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の

保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件につ

いての権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級

職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利  

（ｄ）同一価値の労働についての同一報酬（手当を

含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質

の評価に関する取扱いの平等についての権利   

（ｅ）社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、

老齢その他の労働不能の場合における社会保障）に

ついての権利及び有給休暇についての権利  

（ｆ）作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機

能の保護を含む。）についての権利   

 ２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対

する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労

働の権利を確保するため、次のことを目的とする適

当な措置をとる。 

（ａ）妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻

をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を

課して禁止すること。  

（ｂ）給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、か

つ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の

喪失を伴わない母性休暇を導入すること。  

（ｃ）親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動

への参加とを両立させることを可能とするために必

要な補助的な社会的サ－ビスの提供を、特に保育施

設網の設置及び充実を促進することにより奨励する

こと。  

（ｄ）妊娠中の女子に有害であることが証明されて

いる種類の作業においては、当該女子に対して特別

の保護を与えること。  

  ３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科

学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するも

のとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその

適用を拡大する。  

 

第十二条【保健における差別の撤廃】 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビ

ス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機

会を確保することを目的として、保健の分野におけ

る女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとる。  

 ２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対

し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス

（必要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳

の期間中の適当な栄養を確保する。  

 

第十三条【経済的・社会的活動における差別の撤廃】 

  締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、他の経
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済的及び社会的活動の分野における女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。  

（ａ）家族給付についての権利  

（ｂ）銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信

用についての権利  

（ｃ）レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側

面における文化的活動に参加する権利  

 

第十四条【農村女子に対する差別の撤廃】 

 １  締約国は、農村の女子が直面する特別の問題

及び家族の経済的生存のために果たしている重要な

役割（貨幣化されていない経済の部門における労働

を含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対

するこの条約の適用を確保するためのすべての適当

な措置をとる。  

 ２  締約国は、男女の平等を基礎として農村の女

子が農村の開発に参加すること及びその開発から生

ずる利益を受けることを確保することを目的として、

農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に

対して次の権利を確保する。  

（ａ）すべての段階における開発計画の作成及び実

施に参加する権利  

（ｂ）適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、

カウンセリング及びサ－ビスを含む）を享受する権

利  

（ｃ）社会保障制度から直接に利益を享受する権利  

（ｄ）技術的な能力を高めるために、あらゆる種類

（正規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育

（実用的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、

すべての地域サ－ビス及び普及サ－ビスからの利益

を享受する権利  

（ｅ）経済分野における平等な機会を雇用又は自営

を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組

織する権利  

（ｆ）あらゆる地域活動に参加する権利  

（ｇ）農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な

技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並び

に入植計画において平等な待遇を享受する権利  

（ｈ）適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及

び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受

する権利  

 

 第四部 

第十五条【法の前の男女平等】 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平

等を認める。  

 ２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同

一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を

行使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契

約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対

して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所に

おける手続のすべての段階において女子を男子と平

等に取り扱う。  

 ３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法

的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的

文書（種類のいかんを問わない。）を無効とすること

に同意する。  

 ４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の

選択の自由に関する法律において男女に同一の権利

を与える。  

 

第十六条【婚姻・家族関係における差別撤廃】 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての

事項について女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平

等を基礎として次のことを確保する。  

（ａ）婚姻をする同一の権利  

（ｂ）自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合

意のみにより婚姻をする同一の権利  

（ｃ）婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び

責任  

（ｄ）子に関する事項についての親（婚姻をしてい

るかいないかを問わない。）としての同一の権利及び

責任。あらゆる場合において子の利益は至上である。  

（ｅ）子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をも

って決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使

を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の

権利  

（ｆ）子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれら

に類する制度が存在する場合にはその制度に係る同

一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利

益は至上である。  

（ｇ）夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を

選択する権利を含む。）  

（ｈ）無償であるか有償であるかを問わず、財産を

所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分

することに関する配偶者双方の同一の権利  

 ２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないも

のとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所

への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な

措置（立法を含む。）がとられなければならない。 

（ 以下第五部、第六部略。）
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男女共同参画関連用語 

（内閣府男女共同参画局・2012 年更新）      

（抜粋・下線：西山） 

  

アンペイドワーク  

無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労

働、活動を意味します。 

具体的には、家事、介護・看護、育児、買物、社

会的行動を無償労働の範囲としています。 

  

影響調査  

男女共同参画影響調査（影響調査）とは、主に国

及び地方公共団体の施策が男女共同参画社会の形

成に及ぼす影響を調査することをいいます。また、

社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の

形成に及ぼす影響に関する調査も含みます。あら

ゆる施策や社会制度・慣行について男女共同参画

の視点、ジェンダーに敏感な視点に立って見直そ

うとする「ジェンダー主流化」のための取組です。 

男女共同参画社会基本法第 22条においては、男女

共同参画会議は、政府の施策が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べることとされています。（基本法関連条

文 第 4 条、第 15条、第 18条、第 22条） 

  

家族経営協定  

家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業と

なり、男女を問わず意欲をもって取り組めるよう

にするためには、経営内において家族一人一人の

役割と責任が明確となり、それぞれの意欲と能力

が十分に発揮できる環境づくりが必要です。 

「家族経営協定」は、これを実現するために、農

業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書

にして取り決めたものです。 

  

間接差別  

外見上は、性中立的な規定、基準、慣行等が、他

の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相

当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務

と関連性がない等合理性・正当性が認められない

ものを指します。  

  

監視  

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実

施状況について資料収集、説明聴取、調査実施な

どにより実態を的確に把握するとともに、講じら

れている施策について、基本理念、男女共同参画

基本計画等に照らし適切な内容になっているか、

所期の効果が上がっているかどうかについて評価

を行うことをいいます。 

男女共同参画社会基本法第 22条においては、男女

共同参画会議は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べることとされていま

す。  

  

クオータ制（割当制）  

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手

法の一つであり、人種や性別などを基準に一定の

人数や比率を割り当てる制度のことです。  

  

苦情処理  

行政上の事項について不満をもつ関係者からの苦

情の申し出を、当該事項を所掌する機関又は他の

行政機関において受け付け、行政不服審査などと

は異なる簡易、迅速・柔軟な方法で処理すること

をいいます。 

男女共同参画社会基本法第 17条においては、国は、

政府が実施する男女共同参画に関する施策につい

ての苦情の処理について必要な措置を講じなけれ

ばならないとされています。 

国においては、各府省の行政相談窓口等及び総務

省の行政相談制度で対応しており、地方公共団体

においては、第三者機関を設置するなど地域の実
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情に照らして多様な手法が講じられつつあります。 

固定的性別役割分担  

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を

決めることが適当であるにもかかわらず、男性、

女性という性別を理由として、役割を固定的に分

けることをいいます。 

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女

性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男

性・女性の役割を決めている例です。 

 

指導的地位  

「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係

る数値目標（「2020 年 30％」の目標）のフォロー

アップについての意見」（平成 19 年 2 月 14 日男女

共同参画会議決定）においては、「国連のナイロビ

将来戦略勧告及びジェンダー・エンパワーメント

指数（GEM）の算出方法等を踏まえ、（1）議会議員、

（2）法人・団体等における課長相当職以上の者、

（3）専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高

い職業に従事する者とするのが適当と考える」と

の意見が出されています。 

 

ジェンダー  

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。

人間には生まれついての生物学的性別（セックス

／sex）があります。一方、社会通念や慣習の中に

は、社会によって作り上げられた「男性像」、「女

性像」があり、このような男性、女性の別を「社

会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／

gender）といいます。「社会的・文化的に形成され

た性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含む

ものではなく、国際的にも使われています。 

  

ジェンダーエンパワーメント指数（GEM）  

女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参

加できるかどうかを測る指数です。HDI が人間開

発の達成度に焦点を当てているのに対して、GEM

は、能力を活用する機会に焦点を当てています。

具体的には、国会議員に占める女性の割合、専門

職・技術職に占める女性割合、管理職に占める女

性割合、男女の推定所得を用いて算出しています。

なお、2010 年から GEM に代わり「ジェンダー不平

等指数（GII）」が発表されています。 

  

ジェンダー主流化  

あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、

全ての政策、施策及び事業について、ジェンダー

の視点を取り込むことをいいます。ジェンダーと

開発（GAD）イニシアティブにおいては、開発にお

けるジェンダー主流化を、「全ての開発政策や施策、

事業は男女それぞれに異なる影響を及ぼすという

前提に立ち、全ての開発政策、施策、事業の計画、

実施、モニタリング、評価のあらゆる段階で、男

女それぞれの開発課題やニーズ、インパクトを明

確にしていくプロセス」と定義しています。 

なお、「ジェンダーと開発（GAD：Gender and 

Development）」とは、開発におけるジェンダー不

平等の要因を、女性と男性の関係と社会構造の中

で把握し、両性の固定的役割分担や、ジェンダー

格差を生み出す制度や仕組みを変革しようとする

アプローチのことです。 

  

ジェンダー統計（男女別等統計）  

男女間の意識による偏り、格差及び差別の現状並

びにその要因や現状が生み出す影響を客観的に把

握するための統計です。 

  

ジェンダー（社会的性別）の視点  

「社会的文化的に形成された性別」（ジェンダー）

が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等に

つながっている場合もあり、これらが社会的に作

られたものであることを意識していこうとするも

のです。 

このように、「ジェンダーの視点」でとらえられる

対象には、性差別、性別による固定的役割分担及

び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると
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考えられるものがあります。その一方で、対象の

中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと

考えられるものもあり、このようなものまで見直

しを行おうとするものではありません。社会制

度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を

得ながら進める必要があります。 

 

ジェンダー予算  

政策策定、予算編成、執行、決算、評価など予算

の全過程に男女共同参画の視点を反映し、男女共

同参画を促進するようにしていくことです。男女

共同参画社会の形成に影響を与え得る全ての施策

が対象となり得ます。「ジェンダー予算」に定まっ

た手法は確立されておらず、各国で多様な取組が

行われています。 

 

仕事と子育ての両立支援  

少子・高齢化が進展する中で、仕事と育児や家族

の介護を両立できるようにすることは、我が国の

経済社会の活力を維持する上でも、男女が安心し

て子供を産み育て、家族としての責任を果たすこ

とができる社会を形成していく上でも重要です。  

男女共同参画会議の下では、仕事と子育ての両立

支援策に関する専門調査会では、「仕事と子育ての

両立支援策の方針に関する意見」を提出し、平成

13 年 7 月に閣議決定しました。本決定では、「政

府は、以下の施策を、基本的には平成 13・14 年度

に開始し、遅くても平成 16 年度までに実施する。

これらの事業については、特段の配慮をし、必要

な予算を確保し、緊急に実施する。」とし、以下の

5 つの柱立ての下で、提言と具体的目標・施策を

記述しました。  

（1）両立ライフへ職場改革 

（2）待機児童ゼロ作戦‐最小コストで最良・最大

のサービスを‐ 

（3）多様で良質な保育サービスを 

（4）必要な地域すべてに放課後児童対策を 

（5）地域こぞって子育てを 

 

女性センター（男女共同参画センター）  

都道府県、市町村等が自主的に設置している女性

のための総合施設です。「女性センター」「男女共

同参画センター」などの名称のほか、通称で呼ば

れているものもあります。 

また、公設公営や公設民営だったり、女性センタ

ーのみの単独施設や他の機関との複合施設だった

り、その運営方式や施設形態は様々です。 

女性センターでは「女性問題の解決」「女性の地位

向上」「女性の社会参画」を目的とし、女性が抱え

る問題全般の情報提供、相談、研究などを実施し

ています。「配偶者暴力相談支援センター」に指定

されている施設や配偶者からの暴力専門の相談窓

口を設置している施設もあります。  

  

女性のチャレンジ支援  

平成 14 年 1 月開催の男女共同参画会議において、

小泉内閣総理大臣から様々な分野における女性の

チャレンジの促進について検討するよう指示があ

ったことを受け、同会議では男女共同参画基本法

第 22 条第 3 号に基づき調査審議を行い、平成 15

年 4 月に内閣総理大臣及び関係各大臣に対する意

見（「女性のチャレンジ支援策について」）を決定

しました。 

この意見の中では、雇用、起業、NPO、農業、研究、

各種団体、地域、行政、国際などの様々な分野に

おいて、意欲と能力のある女性が活躍できるよう、

各分野ごとの支援策をまとめるとともに、積極的

改善措置の推進、身近なチャレンジ事例の提示、

チャレンジ支援のためのネットワーク形成、女子

学生・女子生徒へのチャレンジ支援等の重要性及

び内容について言及しています。 

また、（1）政策・方針決定過程に参画し、活躍す

ることを目指す「上」へのチャレンジ、（2）起業

家、研究者・技術者など従来女性の少なかった分

野に新たな活躍の場を広げる「横」へのチャレン

ジ、（3）子育てや介護などでいったん仕事を中断
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した女性の「再チャレンジ」の 3 つに分け、これ

らを総合的に支援していくことの重要性や、仕事

と子育ての両立支援を充実していくことの意義も

述べられています。 

 

なお、女性のチャレンジ支援策の提言の中で特に

重点的な取組として、次の 3 つの方策が示されて

います。 

（1）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

の推進 2020 年（平成 22年）までに指導的地位に

示す女性の割合が少なくとも30％になることを目

指します。 

（2）身近なチャレンジモデルの提示 一人一人が

具体的に自分にあったチャレンジをイメージ、選

択できるよう身近なチャレンジモデルを提示しま

す。 

（3）チャレンジ支援のためのネットワーク環境の

整備 いつでも、どこでも、誰でもチャレンジした

いときに必要な情報を効率的に得られるよう、情

報のネットワーク環境を整備します。 

 

性的指向  

性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を

対象とするかを表すものであり、具体的には、恋

愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向

かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。 

  

積極的改善措置  

「積極的改善措置」（いわゆるポジティブ・アクシ

ョン）とは、様々な分野において、活動に参画す

る機会の男女間の格差を改善するため、必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動

に参画する機会を積極的に提供するものであり、

個々の状況に応じて実施していくものです。 

 

ダイバーシティ  

「多様性」のことです。性別や国籍、年齢などに

関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存でき

る社会のことをダイバーシティ社会といいます。 

 

男女共同参画社会  

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。  

 

ナショナルマシーナリー（国内本部機構）  

女性の地位向上に向けて総合的な施策を進めるた

めの組織のことです。第 4 回世界女性会議で採択

された北京行動綱領には次のように定義されてい

ます。「女性の地位向上のための国内本部機構は、

政府内部の中心的な政策調整単位である。その主

要な任務は、政府全体にわたって男女平等の視点

をあらゆる政策分野の主流に置くことへの支援で

ある。」 

  

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関

する健康と権利）  

1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議

において提唱された概念で、今日、女性の人権の

重要な一つとして認識されるに至っています。リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツの中心課題には、

いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、

安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子

どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、

また、思春期や更年期における健康上の問題等生

涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論

されています。 

  

ロールモデル  

将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える

際に参考する役割モデルをいいます。 

一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイ

メージし選択できるよう、身近なモデル事例を提

示する重要性が指摘されています。  
















